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はじめに  

本研究は令和 7 年度食肉衛生検査研修で行われた「動物用医薬品は適正に使用されて

いるのか？」をテーマに行われた調査結果である。  

動物用医薬品（以下「薬剤」）は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律、食品衛生法およびと畜場法等の複数の法令により適正使用が義務づけら

れている。しかし、全国の食肉衛生検査所では、薬剤の残留基準値超過や残留薬剤と投薬

歴申告の不一致といった事例 [1]が散見され、生産現場における法令遵守の意識の低さが懸

念されている。薬剤の不適正使用は、食肉の安全性を損ない、消費者の健康リスクにもつ

ながる重大な問題である。本研究では、食肉衛生検査所へのアンケートを通じて、薬剤の

適正使用の実態と課題を明らかにし、適正使用の促進の方策を提案することを目的とする。 

 

材料および方法  

 本研究は、令和 7 年度食肉衛生検査研修に参加した 38 自治体を対象としたアンケート

調査、関連文献・資料の収集ならびに全国 109 検査所のウェブサイト調査により実施し

た。アンケートでは、過去 3 年間（令和 4 年度〜6 年度）の食肉中の薬剤残留事例、投薬

歴申告の状況、薬剤残留の原因、農政部との連携状況および投薬歴申告様式の整備状況を

調査項目とした。ウェブサイト調査では、薬剤使用に関する啓発活動の有無および投薬歴

申告様式の公開状況を確認した。  

 

成績  

調査の結果、食肉中の薬剤残留事例が確認された自治体は 50％（19/38 件）で、うち 9

自治体では基準値超過事例が報告された。薬剤残留事例のうち、投薬歴申告がなかったケ

ースは 63％（12/19 件）であり、申告があった 6 件のうち 5 件では検出された薬剤と申告

内容が一致していなかった。これにより、薬剤残留事例の 89％（17/19 件）において、投

薬歴未申告または申告の不一致が認められた。原因としては、生産者による申告漏れや独

自判断による投与等の不適正使用、獣医師による使用禁止期間の誤認識、動物の代謝不良

等があげられた。また、農政部との定期的な連携がある自治体は 32％（12/38 件）で、食

肉衛生検査所が独自に投薬歴申告様式を整備していた自治体は 16％（6/38 件）にとどま



った。さらに、ホームページ上で薬剤使用に関する啓発活動を実施していた自治体は、全

体の 16％（17/109 件）に過ぎなかった。  

 

考察およびまとめ  

本調査により、薬剤の不適正使用および不正確な投薬歴申告の実態が明らかとなり、農

政部との連携強化と投薬歴申告方法の改善が課題としてあげられた。  

農政部との連携強化の成功事例として、一部自治体では、農政部や現場獣医師との薬剤

残留等の情報交換を行うことで、投薬歴申告の増加につながった。また、残留薬剤の集中

的な検査を行い、農政部に情報提供してハイリスク農家への継続的な指導が行われたこと

で薬剤の適正使用につながった事例もあった。農政部と情報共有のきっかけとして、薬剤

残留事例の現状と問題の解決事例を記載した参考資料（図 1）を作成した。  

投薬歴申告方法の改善案として、全国自治体の投薬歴申告様式を参考にし、重要事項を

追記した新たな様式を作成した（図 2）。この様式には、薬剤使用に関する啓発文の記載、

使用禁止期間の終了日記入欄、法的同意確認欄および二次元コードによる申告フォームを

備えた。  

上記を活用し、農政部との連携強化と投薬歴申告方法の改善をすることで、薬剤の適正

使用への意識向上と正確な投薬歴申告の促進に寄与する可能性がある。今後、管内だけで

なく全国の食肉衛生検査所や農政部との連携強化することが薬剤の適正使用につながって

いくと考える。  

 

図 1 薬剤残留事例の現状と問題の解決事例  



 

図 2 投薬歴申告様式の改善案  
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